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感染症法の対象となる感染症

感 染 症 類 型 感 染 症 名 等

１ 類 感 染 症 法 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ,ラッサ熱

２ 類 感 染 症 法 急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群（SARSコロナウイルスに限る）,結核,鳥インフルエン
ザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１
であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）」という。）

３ 類 感 染 症 法 腸管出血性大腸菌感染症,コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス

４ 類 感 染 症 法 Ｅ型肝炎,Ａ型肝炎,黄熱,Ｑ熱,狂犬病,炭疽,鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く。）,ボツ
そ

リヌス症,マラリア,野兎病
と

政令 ウエストナイル熱,エキノコックス症,オウム病,オムスク出血熱,回帰熱,キャサヌル森林病,コクシジオイデス症,
サル痘,腎症候性出血熱,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,つつが虫病,デング熱,東部ウマ脳炎,ニパウイルス感染症,

じん

日本紅斑熱,日本脳炎,ハンタウイルス肺症候群,Ｂウイルス病,鼻疽,ブルセラ症,ベネズエラウマ脳炎,ヘンドラウ
はん そ

イルス感染症,発しんチフス,ライム病,リッサウイルス感染症,リフトバレー熱,類鼻疽,レジオネラ症,レプトスピ
ラ症,ロッキー山紅斑熱

５ 類 感 染 症 法 インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）,ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及び
Ａ型肝炎を除く。）,クリプトスポリジウム症,後天性免疫不全症候群,性器クラミジア感染症,梅毒,麻しん,メチ
シリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

省令 アメーバ赤痢,ＲＳウイルス感染症,咽頭結膜熱,Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎,感染性胃腸炎,急性出血性結膜炎,
いん

急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎
及びリフトバレー熱を除く。）,クラミジア肺炎（オウム病を除く。）,クロイツフェルト・ヤコブ病,劇症型溶血
性レンサ球菌感染症,細菌性髄膜炎,ジアルジア症,水痘,髄膜炎菌性髄膜炎,性器ヘルペスウイルス感染症,尖圭コ

とう せんけい

ンジローマ,先天性風しん症候群,手足口病,伝染性紅斑,突発性発しん,破傷風,バンコマイシン耐性黄色ブドウ球
はん

菌感染症,バンコマイシン耐性腸球菌感染症,百日咳,風しん,ペニシリン耐性肺炎球菌感染症,へルパンギーナ,マ
せき

イコプラズマ肺炎,無菌性髄膜炎,薬剤耐性緑膿菌感染症,流行性角結膜炎,流行性耳下腺炎,淋菌感染症
のう せん りん

指 定 感 染 症 （該当なし）

新 感 染 症 （該当なし）

新型インフル 法 新型インフルエンザ,再興型インフルエンザ
エ ン ザ 等
感 染 症
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感染症法の対象となる感染症の定義・類型

感染症類型 性格 主な対応・措置

一類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づ
く総合的な観点からみた危険性が極めて
高い感染症

・原則入院
・消毒等の対物措置（例外的に、建物への
措置、通行制限等の措置も適用対象とす
る。）

二類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づ
く総合的な観点からみた危険性が高い感
染症

・状況に応じて入院
・消毒等の対物措置

三類感染症 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づ
く総合的な観点からみた危険性が高くな
いが、特定の職業への就業によって感染
症の集団発生を起こし得る感染症

・特定職種への就業制限
・消毒等の対物措置

四類感染症 人から人への感染はほとんどないが、動
物、飲食物等の物件を介して感染するた
め、動物や物件の消毒、廃棄などの措置
が必要となる感染症

・動物の措置を含む消毒等の対物措置

五類感染症 感染症発生動向調査を行い、その結果等
に基づいて必要な情報を一般国民や医療
関係者に提供・公開していくことによって、
発生・拡大を防止すべき感染症

・感染症発生状況の収集、分析とその結果
の公開、提供
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医師の届出等

法第12条～14条に基づく情報の基本的流れ

○ 全数把握対象疾患の患者等を診断した医師（12条）

○ 政令等で定める感染症に罹患した動物を診断した獣医師(１３条）

○ 指定届出機関の管理者（１４条）

保 健 所

都 道 府 県 等

厚 生 労 働 省
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五類感染症の全数把握と定点把握

●全数把握（感染症法第12条）
概要：診断した医師に届出を義務付け、全数を把握

対象疾患：アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）、急性脳炎（ウエストナ
イル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ
脳炎及びリフトバレー熱を除く。）、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、
劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、髄膜炎菌
性髄膜炎、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌
感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん

●定点把握（感染症法第14条）
概要：指定届出機関からの届出により把握

対象疾患：ＲＳウイルス感染症、咽頭結膜熱、Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、
手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺
炎、 インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）、急
性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス
感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症、クラミジア肺炎、（オウム病を除く。）、細
菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症

※ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症及び薬剤耐性緑膿菌感
染症 の指定届出機関は、「患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科
名中に内科及び外科を含むもの」のうち、適当と認めるものを指定することとなっている。
（４７０医療機関が指定されている。）
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５類感染症のうち、多剤耐性菌の報告数

全数把握（12条） 定点把握（14条）

バンコマイシン耐
性黄色ブドウ球
菌感染症

バンコマイシン耐
性腸球菌感染症

ペニシリン耐性
肺炎球菌感染症

メチシリン耐性黄
色ブドウ球菌感

染症

薬剤耐性緑膿菌
感染症

年 報告数 報告数 報告数 報告数 報告数

1999 - 23 2,129 11,088 437

2000 - 36 4,321 18,013 555

2001 - 40 5,254 18,409 611

2002 - 44 6,132 20,214 716

2003 0 59 6,447 21,302 759

2004 0 58 6,692 21,827 671

2005 0 69 6,233 22,615 697

2006 0 83 5,294 23,098 646

2007 0 84 4,840 24,926 528

2008 0 80 5,257 24,898 460

2009 0 116 4,772 23,325 450

2010※ 0 73 3,520 13,795 223
※2010年は、１月１日から７月３１日までの集計値
注：バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症については、平成１５年１１月５日からの数値である。
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厚生労働省院内感染対策サーベイランス（ＪＡＮＩＳ）

• 厚生労働省医政局指導課が、国立感染症研究所の支援を得て実施する
サーベイランスシステム。

• 薬剤耐性菌による感染症の発生状況等を調査し、我が国の院内感染の
概況の把握、各医療機関において実施される院内感染対策の改善の支
援等を行うことを目的としている。

• 参加を希望する医療機関（原則として２００床以上の病院に限る、平成２
２年８月現在８４７医療機関）が、患者の検査により分離された細菌の薬
剤感受性（抗菌薬に耐性があるかどうか）等の情報を登録している。

• 以下の５部門のサーベイランスを実施しており、医療機関は参加を希望
する部門のサーベイランスに参加している。

○検査部門 ○全入院患者部門 ○手術部位感染部門

○集中治療室部門 ○新生児集中治療室部門
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